
発行所(郵便番号 10 0) 

東 京 都千代田区丸の内 2-4-1 

スウェーデン社会研究月報
丸/内ピルヂング 781号室

社団法人スウェーデン社会研究所

Tel (212) 4007・1447
編集 高須 裕 =
責任者 一

印刷所 関東図書株式会社

Bulletin Vol. 7 定価150円(年間購読料弐千円〉

No.3 1975年 3月25日発行

第 7巻第3号
Japanska Insti tutet F日rSvensk Samhallsforskning 

(毎月 1回25日発行〕

昭和44年12月23日第3種郵便物認可
(The Japanese Institute for Social Studies on Sweden) 

Marunouchi.Bldg.， No. 781. Marunouchi， Chiyoda.ku， Tokyo， Japan 

スウェーデン官公労働者の労働基本権と労使関係

Fundamental Rights and Labour-Managenent Relations 
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1. はしか き

スウェーデンは従来から労使聞の紛争が少ない

ことでは定評があった。それは、 1938年に労使聞

の有名な基本協定(サノレシェパーデ、ン協定 Saltsー

がbadenagreement) によって、解雇、一時解

雇、および作業停止にともなういろいろな問題

を、労使合同の 「労働市場委員会」を通じて、自

主的、平和裏に話し合いによって解決して行こう

という基本路線ができあがっていたからである。

ところが、 1969年11月のイエテボルイの港湾労

働者の山ねこスト、同12月、 1970年2月の 2固に

わたるキノレナ鉱山のLKABにおける大規模な山

ねこストが発生した。さらに、 1969年から71年に

かけて、公務員組合を中心にしたストライキやボ

イコットが多発した。とくに、 1671年の公務員ス

トは、スト参加者が、裁判官、医師、教員、陸海

空軍の将校、政府の上級公務員等、平均給与が月

30万円を超えるスウェーデンでも高所得層に属し

ているため「ブワレジョワ・スト」として世界のジ

ャーナリズムをにぎ、わせた。

このような一連のストライキは 2つの点でとく

に注目された。まず第 1には、スウェーデンの公

共部門の労働者にはスト権が与えられているので

あろうかという点であり、第2には、民主的、か

っ平和的な労使関係は行詰ったのであろうかとい

う点であろう。

東海大学助教授 万丈 山 泰 彦
Assist. ProL Yasuhiko Nagayama 

とくに、第 1の問題が注目されたのは、近年わ

が国で、公務員および準公務員の労働基本権をめ

ぐる問題と関連があることは言うまでもない。今

春、総評系の官公労、公企労などの 「ストライキ

権奪還闘争」なるストライキが行なわれたこと、

公務員制度審議会等でこの問題が 6年聞にわたっ

て審議されていることなどが示すように、わが国

の切実な問題でもある。

スウェーデンの公務員は、 1966年 1月 1日から

一定の制約のもとに、争議権が認められた。した

がって、 1969~71年の一連のストライキは山ねこ

ストを除いて、すべて合法的なストライキになる

わけである。しかし、この公務員に争議権が与え

られた結果、伝統的な労使関係にひび、が入ってし

まったのか否かは、一般に注目される問題であろ

う。筆者はたまたま、昨年の 8-9月、今年の 9

月の 2回にわたって、丸尾直美中央大学教授とこ

の問題の背景を調査(1)するためにスウェーデン
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を訪れたので、スウェーデンの公務員の労働基本

権をめぐる問題を中心に述べたい。

2. スウェーデンの的公部門の特徴と公務員の

地位

スウェーデンは福祉国家または混合経済として

有名である。したがって、スウェーデンには計画

経済的な運営をする政府部門と、固有企業ない

し、公社公団の類が多いものと思われているかも

しれない。しかし、実態は逆であり、経済は市場

メカニズムにそって運営されており、貿易や一部

の経済活動はアメリカよりもむしろ自由である。

また、企業形態をとる国営企業ないし、公営企

業、公私混合企業等が経済に占める比率は非常に

小さく、スウェーデンの労働力の 5~6%にすぎ

ない。この分野の代表的なものは、鉱山(鉄鉱石

の約80%)、電力(約40%)、原子力(民間企業

との共同出資会社-ASEA-ATOM)等マ、

1970年現在20社(従業員数約34，000人〉で、産業

省に所属する持株会社が運営に当っている。

スウェーデンの特色は、公的部門の労働関係法

が非常にすっきりしており、これらの企業形態を

とる公企業等は民間企業と同ーの労働関係法が適

用されている。したがって、前に一寸ふれたキノレ

ナ鉱山のLKABには民間企業と同様の労働関係

法が適用される。また、中央、地方政府職員には

1965年に公務員にスト権が認められた際に成立し

た「国家公務員法 (Statstjanstemannalog)...1 

および「地方公務員法 (Kommunaltjanstem如 -

nalagen 1965年発効)...1が、それぞれ適用される。

第 3に、公的部門従業員の法的地位の問題であ

るが、従来は公務員としての身分保障を受けなか

った現業部門の従業員(ただし、郵便と国鉄は従

来から公務員の身分〉も、 1972年以降すべて公務

員の身分に一元化され、国家公務員法、地方公務

員法が適用されることになった。この問題は、現

在公務員の一元化が論議されている他のヨーロツ

パ諸国(例えば西ドイツ〉で注目されている。な

お、日本ではたてまえ上は公務員の身分は一元化

されているが、現業部門の従業員にはいろいろな

事情があって国家公務員法や地方公務員法が適用

されず、 「公共企業体等労働関係法」が適用され

ていることからやはり 2本だてとみなされよう。

このようにスウェーデンで身分変更が行なわれ

た理由はいろいろあるが、 1960年代からのミュノレ
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ダーノレが委員長になって続けられた平等化運動の

影響があげられる (2)。

3. 公的部門における労使関係

スワェーデンの民間部門の労働関係は、組合側

は、 L0 (Landsorganisationen i Svergeース

ウェーデン労働組合総同盟〉が、ブノレーカラー労

働者の約90%以上、組合員数約170万人を組織化

し、ホワイトカラー部門ではTC 0 (Tjanstema-
nnens Central Organisation-俸給労働者中央

組合〉がホワイトカラーの約70%、約72万人を組

織化し、ほぼ集約化されている。また、使用者側

もスウェーデン経営者連合 (SAF)に一本化さ

れている。

これに対し、公的部門の労働組合は多様であ

り、運動方針や政治的立場も異なる。現在、スウ

ェーデンの公的部門における組合は、公式に政府

との交渉団体と認められている、 TCO-S、S

F、SACO、およびSRの四組合である。その

他、非公認のスウェーデン職長、監督者組合、お

よびアナノレコ・サンジカリズム系の組合(スウェ

ーデン労働者中央組織 (SAC)一組合員数約

24，000人)...1の公務員部門がある。

これらのうちTCOの公務員部門(国家公務員

約四万人が加盟加盟するTCO-Sと地方公務員

約10万人が加盟しているTCO-K)が最大の組

合である。 TCO-Sは1944年に設立されたが、

公務員のスト権が認められた1967年に改組されて

現在の組織になった。次に現業職の公務員が加盟

する国家公務員組合 (SF)は、 1970年に LOか

ら分離独立した組合で、主として郵便、電話、国

鉄、国営電力局等の現業系の従業員が加盟し、組

合員数は約15万人である。

他方、 SACO(スウェーデン専門職中央組織

一組合員数約10万8千人のうちの約半数が公的部

門従事者)と SR (スウェーデン政府雇用者連盟

一組合員数約 1万9千人〉は、一般の労働組合と

は若干毛色が変わっており、むしろ専門家集団に

近い組織である。 SACOには、研究職、医師、

技師、大学および高校教員、ケースワーカー、福

祉職員、自由業者等が加盟している。 SRには、

国家公務員の上級職、税関、国鉄、郵便、電話等

の幹部職、陸海軍の将校以上が加盟している。こ

れらの代表的な公務員組合を所得別に示すと図の

ようになる。



所得別にみた公的部門の労働組合組織
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SR:スウェーデン政府雇用者連合
T C O-S 俸給労働者中央組合政府部門
T CO-K 俸給労働者中央組合地方公務員部門
SF:国家公務民組合

SACO スウェーデン専門職中央組織

他方、使用者組織は1966年のスト権解禁に際し

て、使用者としての政府を代表する組織「スウェ

ーデン政府使用者団体交渉局 (StatensAvtals-

verk-SAV) _jが設立された。また 1970年に

は国営企業の雇用者の団体交渉を処理する機関

「国営企業団体交渉協会 (SFO) _jが設立され

た。したがって、中央部門では「国家公務員法」

が適用される部分は SAV、一般の労働法が適用

される国営企業は SFOが使用者代表になるわけ

である。

他方、地方公務員部門では、地方自治体(スウ

ェーデン語では Kommun(コンミューン、スト

ックホノレム市もコンミューンである〕の代表する

組織「スウェーデン自治体連合 (Kommun白r-

bundet) が使用者としての自治体を 代表する。

また、県 (lan) を代表するスウェーデン県議会

連合 (SvenskaLandsingsfりrbundet)が、県

の職員の団体交渉を行なう。

スウェーデンでは、地方公務員部門も中央交渉

方式がとられている。

4. 公的部門の労働者の労働基本権の基礎と交

渉手続き

スウェーデンの国家公務員および地方公務員は

すでに、 1936年に無制限の団結権と一部制限され

た団体交渉権が与えられている。この1936年の法

律によると、 「団結権とは、使用者および雇用者

は、誰でも交渉団体に加盟できること、そのメン

ノξーの資格を利用して、そして組合を結成するた

めに活動することを意味する(第3条)_j。この

1936年の法律は、現在、労使関係のあらゆる分野

に適用され、公的部門もその例外ではない。

さらに、前述のように1966年の新しい法律によ

って、公的部門の労働者も民間部門と同様に、争

議権を獲得した。したがって、公的部門の団体交

渉方式も基本的には、民間の方式と変わらないも

のになった。

現行の制度では、国家公務員部門の場合、使用

者としての政府の代表はスウェーデン政府団体交

渉局 (SAV)である。ところが、 66年以前には

使用者代表は公務大臣であった。交渉の手続きは

公務省が行なっていた。

現在、公的部門の交渉で決められている事項は

公務員の給与ならびに給与表に関する地位

(Allmant avlonin gsavtal for statliga och 

vissa andra tjansteman，: AST、〉および

(Allmant tjansteforteckningsavtal， A T F)、

労働時聞に関する一般協約 (Allmantarbetsti-

dsavtal: ARB)、職務に関する協定 (Skyldi-

ghetsavtalet)等である。その他、出張、海外出

張、年金、国家公務員グループ保険等も交渉事項

になっている。

さらに、 1974年 1月1日か ら、国家公務員法が

一部改正され、労働環境、参加の問題も、労使聞

の協約事項に加えられた。この改正の結果、公的

部門における参加、職場の人間化の問題は労使聞

の協約で処理できるようになった。

交渉の手続きは、 SAVが原案を作成し、政府

に提出する。とくに、大蔵省とSAVは綿密な連

絡をとらなければならない。最終的には議会で決

議され、国王の承認によって、効力を発する。

交渉が決裂した場合、政府が任命する仲裁委員

会に持ち込まれる。仲裁を受け入れるか、拒否す

るかは、交渉の当事者の自由意思に委ねられてい

る。

地方公務員の部門もこれと大体同様な手続きが

行なわれる。
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5. ス卜権解禁の背景と基本権の制約

スウェーデンの公務員は、 1936年に団結権を認

められていたが、争議権をともなう団体交渉権は

禁止されていた。その代り、 1672年以前の公務員

の身分は、法律上の犯罪、職務怠慢、職権乱用等

を行なわない限り、解雇や一時解雇がなされない

という、民間の労働者には与えられない特権が保

障されていた。

一般に、公務員に対する労働基本権、とりわけ

争議権を禁止する理由として、第 1に「公務員は

全体の奉仕者である」とする地位の特殊性があげ

られるととが多い。また、わが国では「公共の福

祉」を擁護するために公務員や公社職員の労働基

本権が制約されている。これは、昭和22、23年の

ゼネストの企画に際してとられた措置が今日でも

生きているわけであるが、この点はどうであろう

か。

ILOの有名な、いわゆる65年のドライヤ一報

告を契機として、公務員の労働基本権の解禁問題

がにわかに国際的に注目され、スクェーデンでは

それを受けるような形で、 66年からスト権が解禁

されたように思われるが、実はスウェーデンで

は、労働運動の歴史や労働市場の慣行ですでに、

公務員のスト権の解禁が実施できる社会的な基盤

が整っていたことに注意すべきであろう 。

第 1に、労働運動の点では今世紀の初め、労使

が共倒れになるような争議を経験した後、労使聞

の平和的、民主的な交渉を優先する慣行ができあ

がっている。これをスウェーデシでは「サノレシェ

ノξーデン協定の精神_j(3)とよばれ労使聞の基本

精神になっている。このサノレシェパーデ、ン協定の

結果、交渉の対象が「権利事項」と「利害関係J

に分離され、スト権を武器として交渉する事項は

後者で、すなわち、賃金俸給、労働時間、年金等

の条件に限定されている。労働者の基本権に関す

る事項(苦情、解雇、労働条件、不当労働行為

等〉と団体協約については、 1938年の基本協定に

もとづいて設立された「労働市場委員会」が任命

する「労働市場審議会」で処理され、法律に関す

る問題や労働条件は、最終的には労働裁判所で処

理される。このように、団体交渉の対象が限定さ

れ、中央交渉方式下で話し合いが優先されると交

渉期聞がどうしても長びくため、現在では交渉は

i3年」ごとに行なわれている。 1966年 1月 1日
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の新しい法律で、公務員にも争議権が与えられた

際、団体交渉方式は、民聞の慣行が導入された。

第 2には、スウェーデンの労働組合の主流をな

すLO(ブルーカラーの90%以上を組織化〕とT

CO (ホワイトカラーの70%を組織化、いずれも

世界で最も組織率が高い〉は、ともに改良主義的

な社会民主主義を基礎にする組合である。

今世紀初めには革命主義的な過激な組合も存在

したが、ゼネストで大衆の人気を失い自滅してし

まった。また、サンジカリズム、共産主義系の左

派組合は常に少数派であり、 LOやTCOの脅威

的な存在にはならなかった。 1945年には一度、 L

Oの主力組合=金属産業組合で共産主義系の勢力

がストを指導したことがあるが、この際のエピソ

ードは興味深い。この時、共産主義系の指導者は

戦後期の賃金等の不満を利用してストを企てた。

しかし、 LOの幹部は、組織分裂を防止する裏面

工作をしなかったので、ストは 5カ月におよぶ長

期ストになってしまった。しかし、組合員は結局

失ったのみで何も得られない結果に終り、身をも

って労働運動の教訓を得たといわれている。ω こ

のように、特定の政治的手段にストライキが利用

されるおそれは少ない。

第 3に、福祉国家の歴史が長いため、公共の利

益に重大な危機を与える争議は、経験的に回避さ

れるようになっており、 1938年の基本協定の第V

条にも明記されている。

これらの社会的な基擦に加え、公務員のスト権

行使には一定の制約が加えられている。まず、合

法的なストは、組合が決めたストのみである。団

体協約の有効期間中のストは違法である(団体交

渉法1929年、第4条〉。さらに山ねこスト、ゴー

スロー・スト(ノロノロスト)、超過勤務拒否は

禁止されている。違法ストを行なった場合、公務

員の罰則規定によって処罰される。組合の場合、

労働裁判所の裁定によって罰金を支払わねばなら

ない。

さらに、社会的に脅威を与える労働争議を防止

するために、労使同数の委員で構成される「公的

サービス審議会 (Statsjanstenamnden)_jが裁

定する。さらに、最終的な手段として、政令によ

るスト中止命令が適用できる。

1969-71年の公務員ストは、税率の関係で、上

級職公務員や専門職の経済的な地位が相対的に低

落したのを訴えるデモンストレーション的な性格



③ Sig Gustafsson: Development of Labour 
peace in Sweden， Stockholm， 1964 

④ Charles A. Myers: lndustrial Relations 
in Sweden. Cambridge. 1951. pp. 20~21 

なお、参考文献としては66年以前の実態につ

いては、次のものがよい(英文のみ〉。

OT. L. Johnston: Collective Bargaining in 
Sweden. George Allen & Unwin， London. 

1962. 

OAdolf Sturnthal(ed.) : White Collar Trades 
Unions， University of I1linois， 1966. pp. 261 
-303 

(注、本稿は、日本 ILO協会の諒解をえて、同協会発
行の「世界の労働」誌上より転載したものである〉

が強い。それに、 71年は、賃金改訂期に当ってい

たためストが多発したわけである。また、 LKA

B等の山ねこストは組織の巨大化によって生じた

官僚性への不満が主因であった。政府はその後、

これらの対策として、産業民主主義の導入、中堅

層の税率の緩和等の対策を示している。

① 丸尾直美・永山泰彦「スウェーデンの公的部

門における労使関係」、公企労センター調査研

究資料第18号、および、丸尾直美「スウェーデ

ンの公的部門の労使関係とストライキ」季刊公

企労研究1973年、 No.15公企労センター。

② 丸尾直美、前掲論文参照。

てンビンェノレノ

小野寺百合子
Yuriko Onodera 

員議評

Visiting Norrkるping

り、道の向う側は樹木の美しい小公園で、花壇や

銅像があるが、ベンチに坐っている人は少ない。

駅からまっすぐに南にのびる通りが、やがてムー

タラ川を渡り、この市のメインストリートとな

る。石畳みの道の道幅は狭く、両側の!古ものぞけ

る楽しい買物通りであるが、長くもない通りの中

程で家並がとぎれ、小さな広場がある。広場に面

して1798年と入口に書かれた市役所と、マロニエ

と白樺の大木と、古い教会がある。そこが昔のノ

ルシェーピンの中心地だったのだろう。マロニエ

が花盛りの日のお昼どき、老人たちがだまってベ

ンチに坐っていた。

駅
前
ホ
テ
ル
の
窓
よ
り

場

現在のノノレシェーピンは、このような昔ながら

の床しさと、近代産業の持つ溌刺さと両面を合わ

せ持つ都市である。私は何度かζ こを訪れ、 ζ の

小じんまりした都市の老人対策の移り変りを少し
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広の前所役市

ノノレシェーピンは現在、人口12万余、 ワプサラ

に次ぐスウェーデン第5番目の都市であるが、中

世には産業の中心地で、外国向けの港を持ち、ス

トックホノレムに次いで繁栄した町であった。スト

ックホノレムが第2次大戦後、大規模な都市計画の

もとに、旧市街を取壊してモダーンな街づくりが

進行しているのに反して、ノルシェーピンの少な

くも中核部が、昔ながらの都市のおもかげをその

ままに残していることにかけては、スウェーデン

第 1といわれている。ストックホノレムから汽車で

僅か 2時間足らずで古風なノノレシェーピン駅に着

くと、いつもほっとする。駅を出れば、スウェー

デンの地方都市の型通りに、幅広い駅前通りがあ



ばかり見聞することができた。

市の中心部から東に隣接する工場地帯を通り越

し、さらにしばらく原野を行った先にニュータウ

ンがある。住宅団地、スーパーマーケット、駐車

場など一群の中に、保育所に隣あったハーゲピィ

老人ホームがある。 130人を収容するこの老人ホ

ームは、ニュータウン計画の一環としてできたも

のである。 1970年にできたてのこのホーを訪れた

とき、印象づけられたことは、ホーム入居者の階

層が厚くなった事実であった。 1964年の頃にはス

ウェーデンの国民年金が食べられる額になったか

らといって、老人ホームも料金を徴収することに

なったばかりのときであった。料金といっても国

民年金を渡し、小遣いとして月 100krを返しても

らうものであった(老人ホームの料金は 1日11kr

に当る〕。だから老人ホームは国民年金以外の収入

がない老人のためのもので、公的扶助法によって

運営されていたのである。

ところがハーゲビィで、老人ホームの一大変革

を知らされた。それは収入の如何にかかわらず、

独立で、世帯が持てなくなった老人は誰でも公立老

入ホームに入居可能になり、料金は収入に応じて

徴収されることにな った事実であった。料金の最

高は運営費の実費に相当する 1日1人 36krで、

最低は国民年金を渡して月 110krの小遣いを受取

る(老人ホームの料金は 1日11kr)。 なるほど

ちの中には、部屋に立派な家具や書籍など持ち込

そこの老人たんで住んでいる上品な老人もいた。

ストレームパツケン老人ホーム

1974年には、市の中心から西の方へ場未の街を

通り越して、郊外の住宅地を散歩しながら、スト

レームバッケン老人ホームを訪問した。町はずれ

の位置からいって、これは典型的な昔の養老院を

改造したものだろうと思われた。老人ホームの基

準はどこも徹底しているから、ここで目新しいも
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のは別になかったが、建物がムータラ川の上流が

曲る角に立っているので、パノレコニーから見ると

まるで川の上に載っているようで、原野の展望も

すばらしい。しかし老人たちにとっては町まで遠

いここでは、この眺めも淋しいものだろうと思っ

た。そこで聞いた料金の話はやはり興味があっ

た。料金が収入に応じて定められていることには

変りはないが、最高が35kr、最低が国民年金を

渡して 20Qkrの小遣いを受取る(老人ホームの料

金は 1日15kr)。ところが実費は 85krとし、うこ

とであった。(料金はコムーンが独自に決める

ものだが、原則として国民年金の30%、その他の

収入の20%は小遣いに残すことになっている。〉こ

こで気がついたことは、 4年間のうちに、物価上

昇の中で老人ホームに関しては、コムーン当局の

負担が大幅に増加した事実である。

ストツペットーーグラネンを公園側より見る

1974年にノノレシェーピンで目をみはらざるを得

なかったのは、ストッペットーグラネン地区の出

現である。私がいつものようにこの町の古い家々

のたたずまいを楽しみながら、メインストリート

から東側の裏通りを歩いていたとき、二筋ほど裏

側の通りに真新しいモダーンな保健所を発見した

が、その向い側に一つの通りから次の通りまでを

占める一つの巨大な 7階建ての建物に目を見張っ

た。保健所に面して入口がたった 2つしかなく、

縦側には入口はない。一体何ものであるか見当が

つかずクロウロしているうちに、入口の一つに

とディセンターミという小さな看板を見付けた。

中へはいってみると驚いた。この巨大と見えた建

物は、横は二つの通りの問、縦は通り一つをはさ

んで三つの通りの聞を占め、通り沿いに城壁のよ

うにこの地区を取囲むアパートで、中は見事な公

園であった。アバートの入口は全部公園側にあ

り、ディセンターは公園の中に建ってい感じだっ



た。

ストッペット グラネン地区というのは、最近

ノノレシェーピン市が開発した新しい形式の都市内

住宅で、通り一つをはさんで、ストッペットとグ

ラネンの二つの部分にわかれている。これは一般

のすべての年齢層を対象とするサービス付住宅で

はあるが、国民年金者を優先することがうたわれ

ており、老人のための設備や配慮が施されてい

る。アパートの種類は、 A型-1室にベッドコー

ナーとパントリーの34m"、B型-2室にパントリ

ーの49m"、C型-2室に台所の66m"、D型-2室

半に台所の69m"の4種である。中で主力はA型と

C型で、総戸数550戸のうちの 460戸を占めてい

る。それは標準的な独身用と夫婦用のアパートが

基本になっているということで、単身または夫婦

の国民年金者にもっとも相応しい住宅である。そ

れが老人専用でなく、老人が他の世代層と同じ条

件で隣合って暮らせるというところに新味があ

る。老人専用のサービスハウスは、マノレメ市に代

表的な立派なのがあるし、一般用サービスハウス

はストツ、クホノレムの郊外に早くから大きなものが

できていた。

スワェーデンの老人住宅政策の変遷が、第二次

大戦後、年金者専用住宅からはじまり、それを同

じ規格のアパートを一般住宅の中に分散させるこ

とに進み、最近はまた老人専用のサービスハウス

建設の傾向が各地に見られる。しかもこの一連の

老人住宅は、とかくニュータウン計画を結びつい

ているので、都心を遠く離れた場所が選ばれる。

その意味で、ストッペットーグラネン地区が完成

したときのパンフレットから、ノノレシェーピン市

賃貸住宅基金、現事長の言葉を引用したい。

と古い都市の再開発はも っとも困難な問題だ

が、やり甲斐のある仕事だ。ノノレシェーピン市

の東地区は、普からここに住む市民にとって

「わが地区」であるけれども、住宅はひどく傷

み、条件が悪くなった。住宅条件を改善するた

めには、生まれた東地区ミを拾てて郊外の新団

地に引越さねばならず、それで多くの人が悩ん

でいる。

われわれは都市再開発計画に当って、専門家

の意見を聞くと同時に、市民の意見も取入れる

ことにし、わが町の発展に積極的関心を持つ庶

民の意見を反映した。それは市内に住みたいと

いう希望であれ市の中心地を完全に商業化し

ではならない、人聞が住んで働いて市の核に生

命を与えるべきだという意見であった。

古い都市は独特の価値と顔を持っているから

こそ、住民がわが町と感ずるのである。その独

特の雰囲気を温存しながら再開発を進めること

が大切なのだ。時代につれて人は変る。もっと

も良いモダーン都市は、その再開発計画地域に

その市独特の価値を与えることである。市内の

住宅地区に、古くからの住人が昔のままに住み

得る環境をつくっておいて、その上で住居を市

内か郊外か選択するチャンスを住民に与えるべ

きである。住宅市場における選択の自由という

とき、市内でも郊外でも住宅そのものに快適条

件が備わっていなければならない。また、市内

でも郊外でも各種の家族タイプに適するアパー

トの種類が揃っていなければならない。偏った

アパート設計は、住民に社会的孤立さと引おこし

カテゴリー住宅化するおそれがある。 … ミ

国民年金者住宅は、老人のための設備や配慮を

完備しでも、老人ホーム同様に老人の孤立化が問

題になり、一般住宅市場では、老人用小住宅は大

学生を含む若者たちの住宅需要と競争になる場合

が多い。また各種の家族タイプを対象とするサー

ビスハウスは、ニュータウンなどとかく都心から

遠距離にあるので、老人は実際には利用しにく

い。その意味で、ストッペットーグラネン地区は

ノノレシェーピン市のメインストリートからわずか

数百メートノレの場所にあり、横二つ縦三つの通り

に固まれた地区がそっくりモダーン化されたもの

である。しかもその大きな建物が、古都ノノレシェ

ーピンの顔を少しも邪魔しておらず、裏側にひっ

そりと横たわっているのである。

ストッペットーグラネン地区の家賃は、 A型-

270kr +電気代17kr、B型 375+25、C型-490

+33、 D型-545+35である。国民年金者ならば

年金以外の収入が無いか少ないかの場合、独身で

A型、夫婦でC型の家賃は当然、市の住宅手当で

賄われ、収入高によっては家賃は割引かれる。

サービ、スハウスというときのサーどスとは、洗

濯や掃除や使いなどで、各戸に炊事のできる設備

は備っているが、希望によっては中の食堂で食事

もできお茶も飲める。サービス料は家賃の外に支

払わなければならない。

ディセンターは、公園に面した地階の一角を占

め、老人のための集会所、学習室、図書室、娯楽
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室、医務室、理髪理容所、作業所などが完備して

いることは、他の地区の新しいディセンターと変

りない。またキヤフェテリアがあって、セノレフサ

ービスの食事とお茶が用意されているが、市価よ

り廉く、老人の給食サービスとしての役割を果し

ている。入口にデ、イセンターの千子事リストがあっ

たが、毎週とか毎月の学習、講習、グームのほか

見学、遠足、映画会、音楽会の予定も書かれてい

た。

4年見ないうちに、ノノレシェーピンにストッベ

ットーグラネン地区が出現したり、その他の公的

老人対策の進展ぶりも見たり聞いたりしたが、一

方ではまたがっかりさせられたことがある。

1970年にノノレシェーピンを訪れたとき、私は電

話帳によって市の社会局の住所を調べ、メインス

トリートからわきに数十メート Jレいった所にある

古い建物にその表示板を見つけた。建物には1899

年と書いてあった。紹介もなしに突然訪れたのに

ミス・フアノレクという人がそれは親切に市の老人

対策について説明してくれたのであった。それで

4年後もまた、 ミス・フアノレクの居てくれること

を念願しながら1899年の建物にはいって行ったが

彼女は休暇中だった。来意を告げると、それでは

あっちだこっちだと、結局はなればなれの事務所

を9ケ所歩かされた揚句、やっと少しばかり、老

人用ホームへノレパーとか給食サービスの話をきく

ことができた。これには全く驚いた。

スウェーデンのある学者がスウェーデンの社会

福祉の発展は、事務の細分化と官僚化を招いたと

嘆いて居られたが、まさにその体験をノノレシェー

ピンでしたと思ったことであった。

最近のスウェーデンの社会・経済ニュース

SKFグループの 8億 1，400万クローナの投資

計画1975年に発足

スウェーデンにある親会社の発表によると、 S

KFは、 1975年に総額8億1， 400万クローナにの

ぼる設備投資計画を発足させる。

親会社の製鉄所とスウェーデンの関連会社であ

るイェーデボリー (Gothenburg) とカテリーネ

ホノレム (Katrineholm)に総額3億 2，500万クロ

ーナ (211億2，500万円〉の投資がなされるが、残

りの4億8，900万クローナ (317億8，500万円〉は、

主として海外にある SKFの子会社へ投資される。

スウェーデン国内の投資計画では、年間2億

2，000万トンの能力を持つ新しい製鉄所がホホノレ

ス (Hofors) に建設されることとなっている。

イェーデボリー工場では、深みぞのボーノレベアリ

ング、球型および円筒型のロールベアリングの生

産力と効率が増加する予定である。カテリーネホ

Jレムでは、新しい自動鋳造プラントが建設される

こととなっている。

SKFの話によると、海外の主要企業において

は、投資は、ヨーロッパの生産計画の調整に従っ

て、生産力を高め、設備の合理化を図るために用

いられる。シュパインフノレト (Schweinfurt)に
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おいては最大の 1億4，500万クローナ (94億2，500

万円〉が投資され、イタリア、フランス、イギリ

スの関連企業に対しては、それぞれ 7，000万クロ

ーナ(45億5，000万円〉が投資される予定である。

スウェーデン経団連の1977年のリーダー

今年60歳のアクセノレ・イーヴェノレート氏は、過

去17年間スウェーデン経済団体連合会の事務局長

として同会を指導してきたが、 1977年の同会の年

次総会を最後に、引退し、後任には1928年生まれ

のラーシュ・ナブセット氏 (LarsNabseth)が

就任すると発表された。

イーヴェノレート氏は、引退後、スウェーデンの

銀行家であり産業人であるマノレクス・ヴァレンベ

リ一博士 (MarcusWallenberg)の後任として

同連合会の副議長および IRU (スウェーデン貿

易産業協議会 (TheSwedish Industrial Coun-

cil for Foreign Trade) の議長の要職に就くこ

ととなっfこ。

ナブセット博士は、 1973年以来スウェーデン鉄

器製造者協会 (Ironmasters'Association)の会

長をしており、それ以前には1963年から1972年ま

で経済学者としてスウェーデン経団連の運営に協

力し、経済社会調査協会 (TheIndustrial Insti-



tute for Economic and Social Research)を

指導していた。同博士は1973年にストックホノレム

大学の経済学教授に指名された。同博士は1976年

1月 1日から同連合会の副事務局長に就任の予定

である。

欧州で建造されたもののうち、最大のコッカム

ス造船所製タンカー

これまで欧州で建造された最大の船である366，

000トンのタービンタンカーであるとシーセイン

ト号ミ (Sea Saint) が、昨年11月末マノレメのコ

ツカムス造船所 (Kockums)から、 ストックホ

ノレムのサレン (Salen) 海運を主たるメンバーと

する海運グノレープに引渡された。

サレン海運むけの分をさらに 6隻ふくめたこう

したタンカー15隻がコッカムス造船所に発注され

ている。残る船主はアメリカ、ギリシア及びノノレ

ウェーの人々である。

このたシーセイント号ミは円型の船首、船尾梁

をもった船尾、及び半スペート型の舵を有してい

る。全長は 362.5メートノレでこれは楽にエッフェ

ノレ塔の高さをしのぎ、幅60メートノレ、船高28.3メ

ートノレである。

貨物室全体は 442，000立方米であり、積荷の取

扱いはコンピュータ化され、つみおろしに際して

は安全性が確保されている。乗組員もめんどうで

時間のかかる作業からは解放されている。積荷用

の装置には、 4台の積荷オイノレポンプで、それぞ

れが毎時5，500立方米の積みこみ能力をもったも

のがそなえられている。

この船には、コグカムス・スタールラグアノレ社

(Kockums-Stal-Laval)製エンジンで単一の

スクリュウで、 86rpmで 40，000bhpの出力をも

っエンジンがつけられている。速度は15.5ノット

に達する。スチームは 2基のコッカムス社製エン

ジン・ウォーターチューブ・ボイラーで、 出力

91， 000k91 hのものを用いる。

この船の最も顕著な特徴としては、進んだエレ

クトロニクス装置と高度な乗組員用の設備をあげ

ることができる。この船にはコングスベリィ

(Kongsberg) 社 SM-4コンピュータ 2台を

そなえており、そのそれぞれは最大で64K語のメ

モリイ能力を有する。自動積荷処理装置は 1人で

操作でき、 }さらにもう 1人がエンジン操作、航行

及び操舵を処理できる。

航行と操舵とは、これまですでに 8隻の船で用

いられているコッカムス・ブリッジ・コンピュー

タ・システム(KockumsBridge Computer Sy-

stem) によってコントローノレされる。 このコン

ヒ。ュータは船位計算システム、自動デッカ航行装

置などに連結されている。その他の装置類にはマ

グナボックス (Magnavox) MX  -902衛星通信

受信装置及びスペリー社 (Sperry) 製の衝突防

止システムなどが含まれている。

同船の乗組員室の全てにはトイレ、シャワー及

び洗面所がついている。さらに家族用にエキスト

ラペットを入れ、余裕もある。生放送及びピデォ

共用のカラーテレビ、ジム、映画及びスポーツ、

娯楽室等のレジャー設備もそなわっている。

スウェーデンのマルチ探知装置電子火災警報装

置

ストックホノレムのLMエーリックソン・グノレー

プのLMエーリックジン・テーレマテリエノレ千土L

M Ericsson Telemateriel A B )は、直接消防

団に対して警報を発するとともに、同時の家屋内

の重要な場所で警報をならす電子火災警報装置を

開発した。

この火災警報装置は 4種類のタイプを持ち、そ

れぞれ、環境の変化に対応して調整されることと

なっている。

煙の探知器は、火事の危険が発生したときには

一酸化炭素の濃度が危険に達する前に警報を鳴ら

すこととなっている。熱の探知器は、温度が一定

限度を越えると作動することになっている。他の

探知器は、温度の異常に急激な上昇に対応して、

制御装置をはずすこととなっている。

この新しい火災警報装置の炎の探知器は、実際

の炎から放射される赤外線をキャッチして警報を

鳴らす。この装置は可燃性の液体が貯蔵されてい

る家屋に装置すると便利である。

この装置は、装置の中心部分、動力部分、警報

装置部分からなっており、各単位は幅6007llJ!l、深

さ1707llJ!lのものである。

この火災警報装置は、消防団へ直接警報を発す

ると同時に、火元から12マイル以内の各表示器で

警報器を作動させる。同社の説明によると、この

表示器は、家屋の入口に置くことも可能であり、

消防団が最短コースで火元を確認できる便利さが

ある。
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炊事時間を半減する無線電波炉付電子レンジ

スウェーデンの民生用および工業用備品メーカ

ーのイレクトロノレツクス社 (Flectrolux)は、家

庭用にとっての開閉部分を従来の炉から無線電波

炉に変えることのできる新型の電子レンジを発売

した。

このレンジはマイクロノレックス (Microlux) 

と名付けられており、無線電波を使用するため従

来の家事に大変な便利を与えることとなった。こ

の電子レンジを使えば、料理のための時聞は50な

いし70パーセント節約できる。

この無線電波方式は、とりわけ、既に料理され

ている食品や冷凍食品の料理に便利で、ある。これ

らの食品は現在、食品市場に広く出まわっている

ことも考慮すべきであると、同社は指摘してい

る。

無線方式は、とってをまわすために用いられて

いる。炉のドアは、最初にロックされ、ついで短

波のタイマーで好みの時聞にセットできる。スイ

ッチは自動的に切れるようになっている。

この装置においては、従来の電子レンジと短波

の効果が結びついており、短波で料理された食物

が、通常の電子レンジの熱で仕上げられるのであ

る。この電子レンジは自動的に洗浄されるもので

あって、触媒作用をなされたエナメノレによって、

全ての脂肪が洗いさられることになっている。

蒸したり、焼いたりすることは、 4つの熱い皿

のうえで行なわれ、そのうちの 1つは、調温装置

となっている。これらの皿は、いずれも温度調整

が可能であり、利用者は正確な温度にあわせるこ

とができる。

マイクロノレックスは、 12，200ワットの出力を持

っている。この電子レンジは短波の漏出を防ぐ装

置を持ち、子供にも大人にも安全である。この電

子レンジは、鍵時計、シク、、ナノレ・ランププッシュ

・ボタン、オーブン、調混装置を備えつけてい

る。

超薄型層を持つ新しい印刷回路板

スウェーデンの化学製品、レンジ、プラスチッ

ク等のメーカーであるベシュトノレプ社(Perstorp

AB)は、 5ミクロンの超薄型銅片によって被覆

された新しい葉状プラスチックから構成される P

TH印刷回路板を生産する新しい方法を開発し

10 

た。

今まで開発された電解銅板のうち最も薄いもの

は18ミクロンであった。これが、部品の比重を決

定し、コンダクターと絶縁体を狭くするための限

界であった。

UTECEと名づけられた同社の新しい方法で

は、銅板がアノレミニウム薄板によって覆われてい

る。このアルミニウム薄板は、臨時の搬送器とし

て用いられているのである。このメッキづけられ

た薄板は、通常の方法で葉状フ。ラスチックへつな

がれている。

同社の説明によると、このアノレミウムのおおい

は、プレスとドリノレ工程の後に取り去られる。こ

れによって 5ミクロンの銅板の生産によって、穴

があいたりしないように工夫されているのであ

る。

この工程を経て得られる鋼板の層は、粘着層と

して機能するため、けずられる力に強い抵抗力を

持ち、 PTH印刷回路板のコンダクターにメッキ

づけられやすくなるのである。

この新しい葉状プラスチックは、 2つの面で使

用される。 1つにはアノレミニウムのキャリァーが

けずりやすくなるため、他の 1つは、穴があけや

すくなるのである。

この新しい方法によってメッキ工程が単純化さ

れ、銅板の表面の損傷を防ぐことができるほか、

コストを節減できる。この方法と材料は多くの国

々で特許がとられておりまたは申請中である。

スウヱーデンで熱による環境破壊の研究

民間及び公立の各エネルギ一関係者が協同して

設立した中央熱力供給管理者委員会(CDL.Cen 
tral power Supply Management)の主宰で、

こんご4カ年聞にわたる熱カの理想的側面に関わ

る4つの研究ブロジェクトが発足した。

新委員は、研究プログラムを管理するために設

けられたものである。この委員会のメンパーは、

CDLの代表者と関係政府機関の代表者である。

この中には環境破壊防止委員会 (Environment

protection Board)が含まれている。

270万クローナ(1億7，550万円〉の予算を持っ

この 4つの研究プロジェクトは、地方の天候に与

える冷房の影響、魚の遠隔測定、温められた冷却

剤の影響、冷却剤で温められた水中の魚の寄生虫

の研究である。



日瑞基金の

スウェーデン派遣研究員よりのたより

1950. 2 ストックホノレムより

日瑞基金派遣研究員 Y. 1. 生

当地は数年前からの現象とのことですが、

暖冬で OOC:l::3 rと大体oOC位までしか気温

も下らず寒い思いをしたことはほとんどあり

ません。朝起きたとき雪が降っていても午後

からは雨に変り普通の靴ですごしています。

むしろぬかるみのために雨靴の方が良い程で

す。一度雪が少し積ったことがあったのです

が、この時は学生達が大喜びで、夜中に雪合

戦を始めていました。

住んでいるアパートは町の中心から15分位

の所にある FLOGSTAと云う所で、こち

らに来ておられた野口さんが住んでいた所の

極く近くです。病院までは町の中心から15分

さらに歩いた所にあり、ノミスも乗換えれば、

すぐ近くまで行けるのですが、運動のためと

思って毎日歩いています。アパートには共同

の台所もあり、スウェーデン語の勉強になる

かと思っていたのですが、出発前のスウェー

デン社会研究所の講習会の夏休みが長過ぎた

せいか、 TACK!以外は全く出てこずスウ

ェーデン語でたまに何か云って皆を喜ばせる

のがせし、ぜいです。たしかに英語でほとんど

不自由しませんが、皆の会話に入ろうと思う

とやはりスウェーデン語が話せなければだめ

だと痛感します。とても皆の会話を理解する

までには至らないとは思いながらもたまには

例の研究所のテキストを取り出して読むこと

にしています。

「スウェ デンの協同'組合」

一今日と明日の運動路線一

J.Wエーム著げJE孝男225易龍警内藤英憲訳

家の光協会発行

インフレに悩む現在の我が国において、消費者運動の

期待はますます増大しつつある。

この点、所謂「協同組合スワェーデンJ の主柱となって

いるスウェーデン消極il((生活)協同組合運動の偉大な

展開は、われわれに多大の示唆を与えると云えるであ

ろう(訳者〉
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(本年度第 2回は 5月12日開始の予定〉

を習得できる仕組になっております。

高等科は、普通科の修了者を対象とし、実際的

な読み物を扱う解訳クラスと、日常会話を扱う会

話クラスがあり、両クラスともスウ ェーデン人の

講師が担当し、特別のテキストを使用します。

講習会の授業時聞は、月曜日から金曜日までの

夜間のみで、午後 6時からと午後 7時半からの各

80分づつですが、普通科の各級は ・週間のうち、

一回は 6時よれもう一回は 7時半からの組合せ

になっております。

来る 5月12日から開講する予定の分の、各科、

各級の時間割は、近々に決定いたしますので、当

究究所にお問合せ下さい。

なお、第3回は 8月25日から、第4回は10月27

日から開講する予定です。

おって、この講習会は、東京駅前の(旧〉丸ピ

ノレ七階781号室の当研究所(電話212-4007、212

-1447番〉で行われます。

スワェーデン社会研究所は、その事業のーっと

して、去る昭和44年よりスウェーデン語の講習会

を開催しており、受講者は現在まで延べ約1， 200 

名にのぼっております。

講習会は、大体一回 8週間単位で、年四回平均

開催していますが、本年度の第2回目は来る 5月

12日より開催する予定です。

この講習会は、大きく普通科と高等科の二つに

分けられています。

普通科はさらに初心者対象の初級と、中級およ

び上級に分かれており、テキストは三つの級を通

じて、スウェーデンで外国人向けに作った'LE-
ARN SWED 1 S H.Jという本を使用しま

す。受講者はいずれも毎週2回出席し、第一 日目

には、日本人の講師が主として文法と解読を教え

二 日目には、スウェーデン人の講師が発音と会話

を扱い、実際に役に立つスウェーデン語の教授を

目指しております。そして初級より 8週間毎に連

続3回上級まで受講されますと基礎知識のすべて
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福祉とは何をすることか
スウェーデンを場として福祉国家の現実を探れその財政、経済システム、都市対象、教育問題、価

値観の変化等、多面的アプローチ
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直美裕三・丸尾高須序

スウェーデン福祉国家の社会経済史的背景章第

選ばれた体制第二章

スウェーデン式ウェイオブライフ第三章

福祉社会の担い手たち第四章

福祉政策と年金第五章

教育による自由と平等の推進第六章
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